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第１章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、このＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス契約約款（料金表を含みます。以下｢約款｣とい

います｡）を定め、これによりＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスを提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、都合により約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によ

ります。 

２ 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容がウェブサイトおよ

びその他適切な方法により通知された日の翌日から7日間が経過した時、もしくは当社が別途定めた日

にその効力が生じるものとします。 

３ 契約者が、約款の変更の効力が生じた後に、当該サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべ

ての記載事項について同意したものとします。 
 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信

設備を他人の通信の用に供すること 

３ ＥｎｅＷｉｎｇｓモバ

イルサービス 

特定事業者の契約約款に基づき提供される電気通信回線設備を使用し

て行う電気通信サービス 

４ Ｖ－ＬＡＮモバイルサ

ービス 

 

ＫＤＤＩ株式会社のａｕ（ＷＩＮ）通信サービス契約約款又はａｕ（Ｌ

ＴＥ）通信サービス契約約款（以下あわせて「ａｕ約款」といいます。）

に基づき提供される電気通信回線設備若しくは協定事業者の電気通信

回線設備を使用して行うＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス 

５ Ｖ－ＬＡＮモバイル４

Ｇ ＬＴＥ／ＷｉＭＡＸ

２＋ 

ａｕ約款に基づき提供される電気通信回線設備若しくは協定事業者の

電気通信回線設備を使用して行うＶ－ＬＡＮモバイルサービス 

６ Ｖ－ＬＡＮモバイル４

Ｇ ＬＴＥ 

ａｕ約款に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行うＶ－Ｌ

ＡＮモバイルサービス 

７ ＥｎｅＷｉｎｇｓモバ

イルＦサービス 

富士通株式会社のネットワークサービス利用規約に基づき提供される

電気通信回線設備若しくは協定事業者の電気通信回線設備を使用して

行うＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス 

８ ＥｎｅＷｉｎｇｓモバ

イルＦ（ＩＮ） 

富士通株式会社のネットワークサービス利用規約に基づき提供される

電気通信回線設備若しくは協定事業者の電気通信回線設備を使用して

インターネット通信を行うことができるＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦ

サービス 

９ Ｖ－ＬＡＮモバイル 

リモートアクセス網 

主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプ

ロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信

回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及び

これと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいい

ます。以下同じとします。） 

10 Ｖ－ＬＡＮモバイル 

リモートアクセスサービ

ス 

ＫＤＤＩ株式会社のリモートアクセスサービス契約約款に基づき提供

される電気通信回線設備を使用して行うＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサ

ービス 

11 ＥｎｅＷｉｎｇｓモバ

イルサービス取扱所 

ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルに関する業務を行う事業所 

12 ＥｎｅＷｉｎｇｓモバ 当社からＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの提供を受けるための契
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イル契約 約 

13 契約者 当社とＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約を締結している者 

14 ａｕ回線等 ａｕ約款に規定する契約者回線、若しくはＶ－ＬＡＮモバイルサービ

スの契約者回線 

15 ａｕデュアル ａｕ約款に規定するａｕデュアル又はＵＩＭサービス 

16 パケット通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受

ける通信 

17 パケット通信網 パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電

気通信回線設備 

18 ａｕパケット ａｕ約款に規定するａｕパケット、ａｕモジュール（第３種ａｕモジ

ュールを除きます。）又はＶ－ＬＡＮモバイルサービスのパケット 

19 ＬＴＥサービス ａｕ約款に規定するＬＴＥサービス、Ｖ－ＬＡＮモバイルサービス 

20 ＬＴＥモジュール ａｕ約款に規定するＬＴＥモジュール 

21 アクセスポイント Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスを提供するためにＥ

ｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス取扱所に設置する電気通信設備 

22 特定アクセスポイント 利用契約回線と当社のイーサネット通信網サービス、イーサネット通

信網サービス＜全国版＞又はＥｎｅＷｉｎｇｓワイドエリアバーチャ

ルスイッチサービスに係る電気通信回線との接続点 

23 ユーザＩＤ Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセス契約者を識別するための英字

及び数字の組み合わせであって、当社がＶ－ＬＡＮモバイル リモート

アクセス契約に基づいて当該Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセス

契約者に割り当てるもの 

24 パスワード 料金表第１表（料金）第３（付加機能利用料）に規定するユーザＩＤ

認証接続サービス又は端末番号認証接続サービスを利用しているＶ－

ＬＡＮモバイル リモートアクセス契約者を識別するための英字及び

数字の組み合わせであって、当該Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセ

ス契約者が当社に通知するもの 

25 他社接続通信 相互接続点を介してＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセス網と相互

に接続する協定事業者の電気通信設備を利用して行う通信 

26 ドメイン名 株式会社日本レジストリサービス（以下「ＪＰＲＳ」といいます。）

等によって割り当てられる組織を示す名称 

27 ＩＰアドレス インターネットプロトコルで定められているアドレス 

28 料金月 １の暦月の起算日（当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいい

ます。）から次の暦月の起算日の前日までの間 

29 移動無線装置 ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約に基づいて、陸上（河川、湖沼及びわ

が国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします｡）において使用され

るアンテナ及び無線送受信装置 

30 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 

31 契約者回線 ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約に基づいて無線基地局設備と契約の申

込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 

32 端末設備 契約者回線又は電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備で

あって、１の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内

（これに準ずる区域内を含みます｡）又は同一の建物内であるもの 

33 自営電気通信設備 電気通信事業者（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事

業法」といいます｡）第９条の登録を受けた者又は第１６条第１項の届

出をした者をいいます。以下同じとします｡）以外の者が設置する電気

通信設備であって、端末設備以外のもの 

34 特定事業者 ＫＤＤＩ株式会社または富士通株式会社 

35 相互接続点 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定

（特定事業者が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接

続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします｡）に基づく接続
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に係る電気通信設備の接続点 

36 協定事業者 特定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

37 契約者回線等 （１）契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続され

る電気通信網であって、当社又は特定事業者が必要に応じ設置す

る電気通信設備 

（２）相互接続点 

38 取扱所交換設備 電気通信回線を収容するためにＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス取

扱所に設置される交換設備 

39 利用契約回線 取扱所交換設備と特定アクセスポイントとの間に設置される電気通信

回線 

40 消費税相当額 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関する法令の規定

に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費

税の額 
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第２章 契約 

 

（契約の単位） 

第４条 当社は、Ｖ－ＬＡＮモバイルサービス及びＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスの契約者識別番

号１番号ごとに１のＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約又はＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービ

スの利用契約回線１回線ごとに１のＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約を締結します。 

 

（契約申込みの方法） 

第５条 ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所

定の契約申込書をＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス取扱所に提出していただきます。 

ただし、その他当社所定の方法によりＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約の申込みをするときは、この限り

ではありません。 

（１）ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルの種類 

（２）ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルの品目等 

（３）その他ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約申込の内容を特定するために必要な事項 

 

（契約申込みの承諾） 

第６条 当社は、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾

します。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期するこ

とがあります。 

３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 

（１）申込みをした者が当社のＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は

怠るおそれがあるとき。 

（２）前条に基づき申し込まれた内容に虚偽又は不実の内容があるとき。 

（３）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

４ 当該サービスの申込に対する承認の通知を発信した時点をもって、当該サービスの契約が成立したも

のとします。 

 

（Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの品目等の変更） 

第６条の２ 契約者（Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係るものに限ります。）は、Ｖ－

ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの品目等の変更の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第６条（契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（ＩＰアドレスの数又は設定の変更等） 

第６条の３ 契約者（Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係るものに限ります。）は、ＩＰ

アドレスの数又はその設定の変更の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第６条（契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（利用契約回線と当社の電気通信回線との接続） 

第６条の４ 契約者（Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係るものに限ります。）は、その

利用契約回線と、当社が提供する別記１７に定める電気通信サービスに係る電気通信回線（30 日以内

の利用期間を指定して当社から電気通信サービスの提供を受けるための契約に係るものを除きます。）

との接続の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第６条（契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

３ 当社は、第１項の請求を承諾したときは、契約者から指定のあった特定アクセスポイントを介して、

指定のあった利用契約回線と指定のあった電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。 
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（Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの利用の一時中断） 

第６条の５ 当社は、契約者から請求があったときは、Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの

利用の一時中断（当該ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約に基づいて利用するＶ－ＬＡＮモバイル リモー

トアクセスサービスに係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをい

います。以下同じとします。）を行います。 

 

（契約者が行うＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約の解除） 

第６条の６ 契約者は、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのこ

とを契約事務を行うＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス取扱所に書面により通知していただきます。 

 

（当社が行うＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約の解除） 

第６条の７ 当社は、第１３条（利用停止）の規定によりＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの利用を停

止された契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約を解除するこ

とがあります。 

２ 当社は、契約者が第１３ 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の

遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバ

イルサービスの利用停止をしないでそのＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、そのＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約を解除しようとするときは、あら

かじめ、そのことを契約者に通知します。 

 

（最低利用期間） 

第７条 ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス（ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービス及びＶ－ＬＡＮモバ

イル リモートアクセスサービスに係るもの）には、料金表第１表（料金）に定めるところにより最低利

用期間があります。 

２ 前項の最低利用期間は、サービスの提供を開始した日から起算して２年間とします。 

３ 契約者は、前項の最低利用期間内にＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約の解除があった場合は、当社が定

める期日までに料金表第１表（料金）に規定する額を一括して支払っていただきます。 

 

（契約者識別番号） 

第８条 ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス（Ｖ－ＬＡＮモバイルサービス及びＥｎｅＷｉｎｇｓモバイ

ルＦサービスに係るもの）の契約者識別番号は、１の契約者回線ごとに当社が定めます。 

２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービ

ス（Ｖ－ＬＡＮモバイルサービス及びＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスに係るもの）の契約者識別

番号を変更することがあります。 

３ 前項の規定により、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス（Ｖ－ＬＡＮモバイルサービス及びＥｎｅＷ

ｉｎｇｓモバイルＦサービスに係るもの）の契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのこと

を契約者に通知します。 

 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第９条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのこと

を速やかにＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス取扱所に届け出ていただきます。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくこと

があります。 

 

（利用権の譲渡の禁止） 

第１０条 ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスに係る利用権（契約者が契約に基づいてＥｎｅＷｉｎｇｓ
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モバイルサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。）は、譲渡することができませ

ん。 

 

（提供条件） 

第１１条 ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスは当社イーサネット通信網サービス、イーサネット通信網

サービス＜全国版＞、ＥｎｅＷｉｎｇｓワイドエリアバーチャルスイッチサービス及びＥｎｅＷｉｎｇ

ｓＶＰＮサービスの契約者に提供します。 

２ ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによりま

す。 

 

（ＳＩＭカードの貸与） 

第１１条の２ 当社は、１の契約者回線（ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスに限ります。）へ１の契

約者識別番号を登録した１のＳＩＭカードを貸与します。 

２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与しているＳＩＭカード

を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをその契約者に通知します。 

 

（ＳＩＭカードの返還） 

第１１条の３ ＳＩＭカードの貸与を受けているその契約者は、次の場合には、当社が指定する方法によ

りそのＳＩＭカードを当社へ速やかに返還していただきます。 

 （１）契約の解除があったとき。 

 （２）その他ＳＩＭカードを利用しなくなったとき。 
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第３章 付加機能 

 

（付加機能の提供） 

第１１条の４ 当社は、料金表第１表（料金）第３（付加機能利用料）において特段の定めがある場合を

除き、契約者から請求があったときは、料金表第１表（料金）第３（付加機能利用料）に定めるところ

により付加機能を提供します。ただし、次のいずれかに該当するときは、その付加機能を提供できない

ことがあります。 

（１）付加機能の提供を請求した契約者が、料金表第１表（料金）第３（付加機能利用料）に規定

定する付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（２）付加機能の提供を請求した契約者が、本条第２項の規定により、その付加機能の利用を停止

されているとき、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。 

（３）付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。 

（４）付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務

の遂行上支障があるとき。 

２ 当社は、料金表第１表（料金）第３（付加機能利用料）に特段の定めがあるときは、その付加機能の

利用の停止又は廃止を行うことがあります。 

 

（付加機能の利用の一時中断） 

第１１条の５ 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断（その付加機能

に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとし

ます。）を行います。 

  ただし、料金表第１表（料金）第３（付加機能利用料）に特段の定めがある場合は、その定めるとこ

ろによります。 

 

（付加機能の接続休止） 

第１１条の６ 当社は、付加機能を提供しているＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの接続休

止（第１３条の２（Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの接続休止）第１項の接続休止を

いいます。）があったときは、その付加機能の接続休止を行います。 

２ 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第１３条の２第２項及び第３項の規定

に準じて取り扱います。 
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第４章 利用中止及び利用停止 

 

（利用中止） 

第１２条 当社は、次の場合には、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの利用を中止することがあります。 

（１）当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

（２）第１８条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。 

（３）ＫＤＤＩ株式会社の相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。 

２ 当社は、本条の規定によりＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの利用を中止するときは、あらかじめ

そのことをその契約者に通知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（利用停止） 

第１３条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定める期間（ＥｎｅＷ

ｉｎｇｓモバイルサービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われ

るまでの間）、そのＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの利用を停止することがあります。 

（１）料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支払期日を経過した後に

支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条にお

いて同じとします｡）。 

（２）ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約の申込みにあたって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。 

（３）第９条（契約者の氏名等の変更の届出）の規定に違反したとき、又は同条の規定により届け出た内

容について事実に反することが判明したとき。 

（４）第３７条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたとき。 

（５）契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。 

（６）別記２若しくは３の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、

技術基準等（別記４に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします｡）に適合し

ていると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかっ

たとき。 

（７）別記５、６、７又は８の規定に違反したとき。 

（８）第２６条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。 

（９）前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスに関す

る当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行

為をしたとき。 

２ 当社は、本条の規定によりＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの利用を停止するときは、あらかじめ

その理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

なお、第９条（契約者の氏名等の変更の届出）に規定する届出を怠ったことにより通知できない場合

には、通知を行ったものとみなします。 

 

（Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの接続休止） 

第１３条の２ 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定

事業者における電気通信事業の休止により、契約者がＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービス

を全く利用することができなくなったときは、Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの接続

休止（Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を

休止することをいいます。以下同じとします。）を行います。 

  ただし、そのＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスについて、契約者からＶ－ＬＡＮモバイ

ル リモートアクセスサービスの利用の一時中断又はＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約の解除の通知があ

ったときは、この限りでありません。 
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２ 当社は、前項の規定によりＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの接続休止をするときは、

あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。 

３ 第１項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、その接続休止

の期間を経過した日において、そのＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係るＥｎｅＷｉｎ

ｇｓモバイル契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを契約者に

お知らせします。 

 

（サービス提供の終了） 

第１４条 当社は、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルの全部又は一部の提供を終了することがあります。その場

合は、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。 
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第５章 通信 

 

（通信） 

第１５条 Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスにおいてはａｕ約款に準ずるものとし、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイ

ルＦサービスにおいては富士通株式会社のネットワークサービス利用規約に準ずるものとします。 

２ ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備

に係る通信の品質を保証しません。 

 

（電波伝播条件による通信場所の制約） 

第１６条 通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。 

ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の

伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 

（注）本条に規定するサービス区域については、Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスにおいてはａｕ約款に準ず

るものとし、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスにおいては富士通株式会社のネットワークサービ

ス利用規約に準ずるものとします。 

 

（相互接続に伴う通信） 

第１７条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社又は特定事業者が定めた通信に限り

行うことができます。 

２ 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気

通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信（この約款で提供するＥｎｅＷｉｎ

ｇｓモバイル以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとしま

す｡）を行うことはできません。 

 

（通信利用の制限） 

第１８条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、

事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通

信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益の

ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に提供しているＥｎ

ｅＷｉｎｇｓモバイルサービス（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外の

ものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。 

機 関 名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

秩序の維持に直接関係がある機関 

防衛に直接関係がある機関 

海上の保安に直接関係がある機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信役務の提供に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記14の基準に該当する新聞社等の機関 
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預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

２ 通信利用の制限については、Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスはａｕ約款に準ずるものとし、ＥｎｅＷｉ

ｎｇｓモバイルＦサービスにおいては富士通株式会社のネットワークサービス利用規約に準ずるもの

とします。 

３ Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発

信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着

信しないことがあります。 

 

（通信の利用を制限する措置） 

第１９条 前条の規定による場合のほか、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限

を行うことがあります。 

（１）通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限す

ること。 

（２）無線通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社又は特定事業者の

電気通信設備を占有する等、その通信がＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルの提供に支障を及ぼすおそれがあ

ると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。 

（３）一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通

信の利用を制限又は中止すること。 

 

（当社又は協定事業者の契約約款等による制約） 

第１９条の２ 契約者（Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係るものに限ります。）は、当

社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、Ｖ－ＬＡＮモバイル リモー

トアクセスサービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用し、又はＶ－ＬＡＮモバイル リモートア

クセスサービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合において

は、Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係る通信を行うことはできません。 
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第６章 料金等 

 

第１節 料金及び工事に関する費用 

 

（料金及び工事に関する費用） 

第２０条 当社が提供するＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスに係る料金は、料金表第１表（料金）に規

定する次の料金とします。 

（１）Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスに係る料金は、基本使用料、パケット通信料、付加機能利用料、ユニ

バーサルサービス料、手続き等に関する費用及び契約解除料とします。 

（２）ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスに係る料金は、基本使用料及び手続き等に関する費用としま

す。 

（３）Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係る料金は、基本使用料及び付加機能利用料とし

ます。 

２ ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの工事に関する費用は、料金表第２表（工事費）に規定する工事

費とします。 
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第２節 料金等の支払義務 

 

（基本使用料等の支払義務） 
第２１条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除

があった日の前日までの期間（提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日）

について、料金表第１表第１（基本使用料）に規定する料金及び，料金表第３（付加機能利用料）に規

定する料金の支払いを要します。 
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスを利用することが

できない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 
（１）利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 
（２）利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 
（３）前２号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスを利用

できなかった期間中の基本使用料及び付加機能利用料の支払いを要します。 
区別 支払いを要しない料金 

契約者の責めによらない理由によりそのＥｎｅ

Ｗｉｎｇｓモバイルサービスを全く利用するこ

とができない状態（その契約に係る電気通信設備

による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含み

ます｡）が生じた場合に、そのことを当社が認知

した時刻から起算して、２４時間以上その状態が

連続したとき。 

そのことを当社が認知した時刻以後の利用でき

なかった時間（２４時間の倍数である部分に限り

ます｡）について、２４時間ごとに日数を計算し、

その日数に対応するそのＥｎｅＷｉｎｇｓモバ

イルについての基本使用料及び付加機能利用料 

３ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

（注）月額料金の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。 

 

（パケット通信料の支払義務） 

第２２条 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信（その契約者回線の契約者以

外の者が行ったパケット通信を含みます｡）について、別記９の規定により測定した情報量と料金表第

１表第２（パケット通信料）の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。 

２ 契約者は、パケット通信料について、当社の機器（協定事業者の機器を含みます｡）の故障等により正

しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記１０に規定する方法

により算定した料金額の支払いを要します。 

 

（ユニバーサルサービス料の支払義務） 

第２３条 契約者は、料金表第１表第４（ユニバーサルサービス料）に規定する料金（事業法に定める基

礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付

金及び負担金算定等規則（平成１４年６月１９日総務省令第６４号）により算出された額をいいます。）

の支払いを要します。ただし、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスの契約者のユニバーサルサービス

料は基本使用料に含みます。 

２ 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該月

分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。 

 

（手続き等に関する料金の支払義務） 

第２４条 契約者は、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスに係る契約の申込み又は手続き等を要する請求

をし、その承諾を受けたときは、料金表第１表第５（手続き等に関する料金）に規定する手続き等に関

する料金の支払いを要します。 
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ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りであ

りません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 

 

（契約解除料の支払義務） 

第２４条の２ 契約者（Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスに係るものに限ります。）は、契約の解除又は利用の

一時休止があったときは、料金表第１表第６（契約解除料）に規定する料金の支払いを要します。 

 

（工事費の支払義務） 

第２４条の３ 契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第２表（工

事費）に規定する工事費の支払いを要します。 

  ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この条において「解除等」

といいます。）があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払わ

れているときは、当社は、その工事費を返還します。 

２ 契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があった

ときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合に

おいて、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

第３節 料金の計算及び支払い 

 

（料金の計算及び支払い） 

第２５条 料金の計算方法ならびに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによりま

す。 
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第４節 預託金 

 

（預託金） 

第２６条 契約者は、次の場合には、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの利用に先立って預託金を預け

入れていただくことがあります。 

（１）ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約申込みの承諾を受けたとき。 

（２）第１３条（利用停止）第１項第１号又は第４号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が

解除されるとき。 

２ 預託金の額は、１契約ごとに１０万円以内で当社が別に定める額とします。 

３ 預託金については、無利息とします。 

４ 当社は、そのＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、

その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づ

き支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。 
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第５節 割増金及び延滞利息 

 

（割増金） 

第２７条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた

額（消費税相当額を加算しない額とします｡）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増

金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 

 

（延滞利息） 

第２８条 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支

払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年１０％の割合で計算

して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 

ただし、支払期日の翌日から起算して１０日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。 
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第７章 保守 

 

（契約者の維持責任） 

第２９条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件（昭和６０年郵政省令

第３１号）等に適合するよう維持していただきます。 

２ 前項の規定のほか、契約者は、端末設備（移動無線装置に限ります｡）又は自営電気通信設備（移動無

線装置に限ります｡）を、無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合するよう維

持していただきます。 

 

（契約者の切分責任） 

第３０条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約

者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気

通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

２ 当社は、当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員

を派遣した結果、故障の原因が契約者に係る電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した

費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税

相当額を加算した額とします。 

 

（修理又は復旧） 

第３１条 当社は、当社の提供した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又

は復旧することができないときは、第１８条（通信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通

信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、

第１順位及び第２順位の電気通信設備は、同条第１号の規定により当社がそれらの機関との協議により

定めたものに限ります。 

順 位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関に提供されるもの 

水防機関に提供されるもの 

消防機関に提供されるもの 

災害救助機関に提供されるもの 

秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの 

防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 

海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの 

輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 

通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 

電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 

２ 

水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 

選挙管理機関に提供されるもの 

別記14の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの 

預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの 

国又は地方公共団体の機関に提供されるもの（第１順位となるものを除き

ます。） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 

２ 特定事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとし

ます。 

ただし、２４時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。 
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３ 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第１８条（通

信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するための修理又は復旧の順位について

は、ａｕ約款及び富士通株式会社のネットワークサービス利用規約に準ずるものとします。 

 

（修理又は復旧の場合の暫定措置） 

第３２条 当社は、当社又は特定事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者

識別番号を変更することがあります。 

 

（特定事業者及び協定事業者の契約約款等による制約） 

第３３条 契約者は、特定事業者及び協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款（料金表を含みま

す。）等の規定により、特定事業者及び協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合、

又はリモートアクセスサービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを利用することができない

場合においては、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスに係る通信を行うことはできません。 
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第８章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第３４条 当社は、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由に

よりその提供をしなかったときは、そのＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルが全く利用できない状態（その契約

に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と

なる場合を含みます。以下この条において同じとします｡）にあることを当社が認知した時刻から起算

して、２４時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルが全く利用できない状態にあることを当社

が認知した時刻以後のその状態が連続した時間（２４時間の倍数である部分に限ります｡）について、

２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルに係る料金表第１表

第１（基本使用料）に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱

います。 

４ 当社は、当社の故意又は重大な過失によりＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルの提供をしなかったときは、前

３項の規定は適用しません。 

 

（免責） 

第３５条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている

内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生

じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条におい

て「改造等」といいます｡）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については

負担しません。 

ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通

信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担しま

す。 

３ 当社は、契約者がＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスを利用することにより得た情報等（コンピュー

タプログラムを含みます。）について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起

因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。 

４ 当社は、電波状態により、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルの利用により送受信された情報等が破損又は滅

失したとしても、一切責任を負わないものとします。 

５ 契約者が、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害

を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場

合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責

するものとします。 

 



 - 20 -

第９章 雑則 

 

（承諾の限界） 

第３６条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り

若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守する

ことが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないこと

があります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。 

ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。 

 

（利用に係る契約者の義務） 

第３７条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

（１）端末設備（移動無線装置に限ります｡）、自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）又は当社

がＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約に基づき設置した電気通信設備を取りはずし、変更し、分解し、若

しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 

ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気

通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 

（２）故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこ

と。 

（３）端末設備若しくは自営電気通信設備に登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、

変更し、又は消去しないこと。 

（４）他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害す

る態様でＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルを利用しないこと。 

（５）端末設備（移動無線装置に限ります｡）又は当社がＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約に基づき設置した

電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 

（６）ユーザＩＤ又はパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不

正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに契約事務を行うＥｎｅＷｉｎｇｓ

モバイルサービス取扱所に届け出ること。 

（７）故意に通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為を行わないこと。 

（８）違法に、又は公序良俗に反する態様で、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスを利用しないこと。 

２ 当社は、契約者の行為が別記１５に規定する禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項

第８号の義務に違反したものとみなします。 

３ 契約者は、前２項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定す

る期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

 

（法令に規定する事項） 

第３８条 ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項について

は、その定めるところによります。 

 

（契約者情報の取扱い） 

第３９条 当社は、契約者に係る情報について、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの提供に際して契約者

の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、その目的達成に必要な範

囲内で利用します。 

２ 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で、契約者に係る情報を、ＫＤＤＩ株式会社、富士通株式

会社またはその他委託先に提供することができるものとします。 

３ 当社は、次の各号の場合には、契約者に係る情報を開示、提供することがあります。 

(1)法令の定めに基づく開示請求、又は法令による処分等で開示、提供が必要な場合には、その請求や処分

の定める範囲で開示、提供することがあります。 
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(2) 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な

範囲内で開示、提供することがあります。 

 

（契約者の氏名等の通知） 

第４０条 当社は、協定事業者から要請があったときは、契約者（その協定事業者とＥｎｅＷｉｎｇｓモバ

イルサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。）の氏名及び住所等をその協

定事業者に通知することがあります。 

 

（協定事業者からの通知） 

第４１条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者

から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承

諾していただきます。 

 

（協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行） 

第４２条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者（当社が別に定める協定

事業者に限ります。以下この条において同じとします。）の電気通信サービスに関する契約約款等の規

定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する

費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うこ

とがあります。 

（１）その申出を契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、

又は怠るおそれがないとき。 

（２）その契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。 

（３）その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 

２ 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支

払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その契約者に係る前項の取扱いを廃止します。 

 

（協定事業者によるＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係る料金の回収代行） 

第４３条 当社は、当社がこの約款の規定により契約者に請求することとしたＶ－ＬＡＮモバイル リモー

トアクセスサービスに係る料金について、当社の代理人として、協定事業者（当社が別に定める協定事

業者に限ります。以下この条において同じとします。）が請求し、回収する取扱いを行うことがありま

す。 

２ 前項の規定により、協定事業者が請求した料金について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を

超えてもなおその協定事業者に支払わないときは、当社は、その契約者に係る前項の取扱いを廃止しま

す。 
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第１０章 附帯サービス 

 

（附帯サービス） 

第４４条 Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別

記１９から２０に定めるところによります。 
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別記 

 

１ 契約者の地位の承継 

（１）相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若

しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてＥｎｅＷｉｎｇ

ｓモバイルサービス取扱所に届け出ていただきます。 

（２）（１）の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者

と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

（３）当社は、（２）の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの１人を

代表者として取り扱います。 

 

２ 端末設備に異常がある場合等の検査 

（１）当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な

提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適

合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。 

この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令

第２５号。以下「事業法施行規則」といいます。）第３２条第２項で定める場合を除き、検査を受け

ることを承諾していただきます。 

（２）当社の係員は、（１）の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。 

（３）契約者は、（１）の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないとき

は、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。 

 

３ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な

提供に支障がある場合の検査については、別記２の規定に準じて取り扱います。 

 

４ 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等 

技術基準等 

端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号） 

 

５ 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 

（１）契約者は、契約者回線に接続されている端末設備（移動無線装置に限ります。以下この別記５にお

いて同じとします｡）について、電波法（昭和２５年法律第１３１号）の規定に基づき、当社又は特

定事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止し

て、無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合するよう修理等を行っていただ

きます。 

（２）当社は、（１）の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約

者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。 

（３）契約者は、（２）の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、

契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。 

 

６ 端末設備の電波法に基づく検査 

別記５に規定する検査のほか、端末設備（移動無線装置に限ります｡）の電波法に基づく検査を受け

る場合の取扱いについては、別記５の(２)及び(３)の規定に準ずるものとします。 

 

７ 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 

自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）について、臨時に電波発射の停止命令があった場合
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の取扱いについては、別記５の規定に準ずるものとします。 

 

８ 自営電気通信設備の電波法に基づく検査 

自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについ

ては、別記６の規定に準ずるものとします。 

 

９ 課金対象パケットの情報量の測定等 

課金対象パケットの情報量は、当社若しくは特定事業者の機器により測定します。この場合において、

回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先（その

通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします｡）に到達しなかっ

た場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。 

 

１０ 当社若しくは特定事業者の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できなかった場合の取

扱い 

（１）当社の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱い

ます。 

ア イ以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した

１日平均のパケット通信料が最低となる値に、算定できなかった期

間の日数を乗じて得た額 

イ 過去１年間の実績を把握

することができる場合 

機器の故障等により正しくパケット通信料が算定することができ

なかった日の初日（初日が確定できないときにあっては、種々の事

情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日）を含む

料金月の前１２料金月の各料金月における１日平均のパケット通

信料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た

額 

（２）（１）の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとし

ます。 

 

１１ 端末設備の接続 

（１）契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末

設備（移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記

１１において同じとします｡）を接続するときは、当社所定の書面により、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイ

ルサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が別記４の技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続が事業法施行規則第３１条で定める場合に該当するとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が（２）の技術基準等に適

合するかどうかの検査を行います。 

ア 事業法第５０条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。 

イ 事業法施行規則第３２条第１項で定める場合に該当するとき。 

（４）当社の係員は、（３）の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。 

（５）契約者が、その端末設備を変更したときについても、（１）から（４）までの規定に準じて取り扱

います。 

（６）契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをＥｎｅＷｉｎｇｓ

モバイルサービス取扱所に通知していただきます。 
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１２ 自営電気通信設備の接続 

（１）契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営

電気通信設備（移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下

この別記１２において同じとします｡）を接続するときは、当社所定の書面により、ＥｎｅＷｉｎｇ

ｓモバイルサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が別記４の技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認

定を受けたとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第３２条第１項で定める場合に該当す

るときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

（４）当社の係員は、（３）の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。 

（５）契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、（１）から（４）までの規定に準じ

て取り扱います。 

（６）契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをＥｎｅＷ

ｉｎｇｓモバイルサービス取扱所に通知していただきます。 

 

１３ 検査等のための端末設備の持込み 

契約者は、次の場合には、その端末設備（移動無線装置に限ります。）若しくは自営電気通信設備（移

動無線装置に限ります。）を、当社が指定した期日にＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス取扱所又は当

社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。 

（１）契約者識別番号の登録等を行うとき。 

（２）別記２又は１１の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。 

（３）電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。 

 

１４ 新聞社などの基準 

区 分 基 準 

１ 新聞社 

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

１） 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議する

ことを目的として、あまねく発売されること。 

２） 発行部数が１の題号について、8,000 部以上であること。 

２ 放送事業者 
電波法（昭和 25 年法律第 131 号）の規定により放送局の免許を受けた

者 

３ 通信社 

新聞社または放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊

新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは

情報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的とす

る通信社 

 

 

１５ 契約者の禁止行為 

契約者は、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 

（１）通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障

を与える行為又はそのおそれのある行為 

（２）自己以外の者の知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利を侵害

する行為又はそのおそれのある行為 

（３）自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為 
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（４）自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 

（５）犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為 

（６）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為 

（７）連鎖販売取引（マルチ商法）に関して法令に違反する行為 

（８）猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文

書等を送信、記載又は掲載する行為 

（９）有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は掲載する行為 

（１０）リモートアクセスサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為 

（１１）自己以外の者になりすましてリモートアクセスサービスを利用する行為 

（１２）本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為 

（１３）自己以外の者が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行

為 

（１４）売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は自己以外の者に不利益を与える行

為 

（１５）その他法令又はこの約款等に違反する行為 

（１６）（１）から（１５）までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為 

 

１６ Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの提供区間 

当社のＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスは、次の区間において提供します。 

区 分 提 供 区 間 

Ｖ－ＬＡＮモバイル リモー

トアクセスサービス 

相互接続点又はアクセスポイントと特定アクセスポイントとの間 

 

１７ 利用契約回線との接続ができる当社の電気通信回線に係る電気通信サービス 

（１）イーサネット通信網サービス 

（２）イーサネット通信網サービス＜全国版＞ 

（３）ＥｎｅＷｉｎｇｓワイドエリアバーチャルスイッチサービス 

 

１８ 当社の維持責任 

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和60年郵政省令第30号）に適

合するように維持します。 

 

１９ 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 

当社は、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイル契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、Ｅｎ

ｅＷｉｎｇｓモバイルサービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事

業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。 

 

２０ カスタマコントロールの提供 

（１）当社は、契約者（Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係るものに限ります。）から請

求があったときは、当社が別に定めるところにより、カスタマコントロール（その契約者の設備を使

用して当社の電気通信設備における各種設定等（料金表第１表（料金）第３（付加機能利用料）に規

定するＲＡＤＩＵＳ認証接続サービス、端末番号認証接続サービス、端末固有番号認証接続サービス

の利用、廃止若しくは設定の変更等又はａｕ回線等に係る端末設備の電話番号の設定等をいいます。）

を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。）を提供します。 

   （２）契約者は、前項の請求をし、そのカスタマコントロールの提供を受けたときは、当社が別に

定めるところにより、料金表第３表（附帯サービスに関する料金等）に規定するカスタマコントロー
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ルに係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。 

   ただし、この約款又は料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。 
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料金表 

 

通則 

（料金等の設定） 

１  当社が別に定める協定事業者との相互接続により提供するＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス契約に

係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間を合わせて当社が設

定します。この場合、協定事業者に係る工事に関する費用については、その協定事業者の料金表の規定を

準用した額とします。 

 

（料金の計算方法等） 

２  当社は、契約者がそのＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス契約約款に基づいて支払う料金を暦月に従

って計算します。 

 

（月額料金の日割り） 

３ 月額料金の日割りは、次のとおりとします。 

（１）Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスに係るもの 

 当社は、次の場合が生じたときに、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。 

ア 料金月の初日以外の日にＶ－ＬＡＮモバイルサービスの提供の開始があったとき。 

イ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。 

ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき（この場

合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。）。 

エ 削除 

オ 第２１条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するとき。 

カ 料金月の初日にＶ－ＬＡＮモバイルサービスの提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機

能の廃止があったとき。 

キ 起算日の変更があったとき。 

（２）Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係るもので（２）の２以外のもの 

 当社は、次の場合が生じたときに、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。 

ア 料金月の初日以外の日にＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの提供の開始があったと

き。 

イ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。 

ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき（この場

合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。）。 

エ 料金表第１表（料金）第１（基本使用料）に定める品目等又はＩＰアドレスの設定方法等の変更が

あったとき。 

オ 第２１条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するとき。 

カ 料金月の初日にＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの提供を開始し、その日にその契

約の解除又は付加機能の廃止があったとき。 

キ 起算日の変更があったとき。 

（２）の２ Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスのタイプＤ（ベストエフォート）、タイプＥ

（ベストエフォート）又は料金表第１表（料金）第３（付加機能利用料）に規定するＲＡＤＩＵＳ認

証接続サービス、端末番号認証接続サービス、端末固有番号認証接続サービスの場合 

   当社は、第２１条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するときに限り、そ

の月額料金をその利用日数に応じて日割りします。 

（３）ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスは月額料金をその利用日数に応じて日割りしません。 

 

４ ３の規定による月額料金の日割りは、料金月の日数により行います。この場合において、第２１条（基
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本使用料等の支払義務）第２項第３号の表に規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位

となる２４時間をその開始時刻が属する日とみなします。 

 

（端数処理） 

５ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切

り捨てます。 

 

（料金等の支払い） 

６  契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機

関等において支払っていただきます。 

 

７  料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

 

（料金の一括後払い） 

８ 当社は、当社に特別な事情がある場合は、６及び７の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、２か

月分以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

（前受金） 

９ 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件

に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 

（注）９に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることと

します。 

 

（消費税相当額） 

10  第２１条（基本使用料等の支払義務）から第２４条の３（工事費の支払義務）までの規定等により料

金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に規

定する額（税抜額（消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。））に基づき計算した

額に消費税相当額を加算した額とします。 

  なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額（税抜額に消費税相当額を加算

した額をいいます。以下同じとします。）により計算した額とは差が生じる場合があります。 

  （注）この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。 

 

（料金等の臨時減免） 

11  当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、

その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 
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第１表 料金 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

区 分 内 容 

（１）基本使用料の適

用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービスについて次表のとおり種類を定

めます。 

 種類 内容  
Ｖ－ＬＡＮモ

バイルサービ

ス 

Ｖ－ＬＡＮモバイル４

Ｇ ＬＴＥ／ＷｉＭＡ

Ｘ２＋ 

― 

Ｖ－ＬＡＮモバイル４

Ｇ ＬＴＥ 

― 

ＥｎｅＷｉｎ

ｇｓモバイル

Ｆサービス 

ＥｎｅＷｉｎｇｓモバ

イルＦ（ＩＮ） 

― 

Ｖ－ＬＡＮモ

バイル リモ

ートアクセス

サービス 

― ａｕデュアル、ａｕパケット、

ＬＴＥサービス又はＬＴＥモ

ジュールに係るａｕ回線等

（ＥＺｗｅｂ機能その他当社

が別に定める機能を利用して

いるものを除きます。）からの

着信が可能なもの 

備考 

１ Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係る通信は、別

記１６に定める提供区間で行うことができます。この場合において、

当社は、相互接続点、アクセスポイント又は特定アクセスポントを介

してリモートアクセス網と接続している電気通信設備に係る通信の

品質を保証するものではありません。 

２ Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係る通信（アク

セスポイントに係るものに限ります。）は、ａｕデュアル、ａｕパケ

ット、ＬＴＥサービス又はＬＴＥモジュールに係るａｕ回線等から発

信するものに限り取り扱います。 

３ Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスにおけるａｕ回線

等に係る端末設備へのＩＰアドレスの設定方法等については、この約

款に定めるもののほか、当社が別に定めるところによります。 

 

（２）細目に係る料金

の適用（Ｖ－ＬＡＮモ

バイル リモートアク

セスサービスに係る

もの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係る料金額を適用

するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目を定めます。 

ア 品目等による区別 

区分 内容 

削除 削除 

タイプＢ ０．５メガビット／秒のもの並びに１メガビッ

ト／秒から１メガビット／秒ごとに１０メガ

ビット／秒までのもの、２０メガビット／秒か

ら１０メガビット／秒ごとに１００メガビッ

ト／秒までの符号伝送が可能なもので、伝送速

度に応じて基本使用料を定めるもの 

タイプＤ（ベストエ

フォート） 

最大１００メガビット／秒までの符号伝送が

可能なものであって符号伝送速度を保証しな

いもので、割り当てられているユーザＩＤの数

に応じて基本使用料を定めるもの 
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タイプＤ（帯域確

保） 

０．５メガビット／秒のもの並びに１メガビッ

ト／秒から１メガビット／秒ごとに１０メガ

ビット／秒までのもの、２０メガビット／秒か

ら１０メガビット／秒ごとに１００メガビッ

ト／秒までの符号伝送が可能なものであって

伝送速度に応じて基本使用料を定めるもので、

タイプＢ以外のもの 

タイプＥ（ベストエ

フォート） 

最大１００メガビット／秒までの符号伝送が

可能なものであって符号伝送速度を保証しな

いもので、割り当てられているユーザＩＤの数

に応じて基本使用料を定めるもので、タイプＤ

（ベストエフォート）以外のもの 

タイプＥ（帯域確

保） 

０．５メガビット／秒のもの並びに１メガビッ

ト／秒から１メガビット／秒ごとに１０メガ

ビット／秒までのもの、２０メガビット／秒か

ら１０メガビット／秒ごとに１００メガビッ

ト／秒までのもの、２００メガビット／秒から

１００メガビット／秒ごとに１ギガビット／

秒までの符号伝送が可能なものであって伝送

速度に応じて基本使用料を定めるもの 

備考 

１ 利用契約回線の品目等と、その利用契約回線と特定アクセスポイ

ントを介して接続する電気通信回線（別記１７に規定するものに限

ります。）の品目等とが異なるリモートアクセスサービスについて

は、提供しません。 

２ 契約者は、契約しているタイプから別のタイプについて変更の請

求をすることはできません。 

 

イ ＩＰアドレス等による区別 

（ア）アサイン用ＩＰアドレス付与区分による区別 

区分 内容 

契約者指定型（お客さ

ま指定アドレス） 

契約者が指定するＩＰアドレス（当社が別に

定めるもの以外のものに限ります。）を／２

４または／２７ 単位で付与するもの 

当社指定型（ＫＤＤＩ

指定アドレス） 

当社が指定するＩＰアドレス（当社が別に定

めるもの以外のものに限ります。）を／２７

単位で付与するもの 

備考 

１ 契約者は、そのアクセスポイントにおいて利用する接続先ドメイ

ン名ごとに、アサイン用ＩＰアドレス付与区分を指定して、利用す

るＩＰアドレスの付与を請求していただきます。 

２ 当社は、１の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障があ

る場合を除き、上表右欄に定めるＩＰアドレス単位に応じて当社が

別に定めたＩＰアドレス数（以下「ＩＰアドレスセット」といいま

す。）の付与を行います。 

３ 契約者は、特定ａｕ回線等（ａｕデュアル、ａｕパケット、第１

種ＬＴＥデュアル（ａｕ約款等に規定する第１種ＬＴＥデュアルを

いいます。）又は特定ＬＴＥモジュールに係るａｕ回線等をいいま

す。以下同じとします。）で利用するＩＰアドレスセットとその他

のａｕ回線等で利用するＩＰアドレスセットとが全部又は一部に
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おいて重複しないよう、請求していただきます。 

４ 契約者は、アサイン用ＩＰアドレス付与区分について変更の請求

をすることができます。 

５ 本表の契約者指定型ＩＰアドレス単位が／２７のものは、タイプ

Ｅ（ベストエフォート）又はタイプＥ（帯域確保）のものに限りま

す。 

６ 本表の当社指定型ＩＰアドレス単位が／２７のものは、タイプ

Ｂ、タイプＤ（ベストエフォート）又はタイプＤ（帯域確保）のも

のに限ります。 

７ 利用するＩＰアドレス数及びその他提供条件については、当社が

別に定めるところによります。 

８ 当社は、契約者から特段の要請があり、本欄に定めのないもので

あって、当社の業務の遂行上支障がない場合に限り、当社が別に定

める条件でＩＰアドレスの使用を承諾することがあります。 

 

 （イ）削除 

 

 

ウ 削除 
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（２）の２ 細目に係

る料金の適用（Ｅｎｅ

Ｗｉｎｇｓモバイル

Ｆ（ＩＮ）に係るもの） 

 

 

当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目

を定めます。 

ア 通信量に係る区分 

区分 内容 

１ＧＢ １の料金月における基本容量を 1,073,741,824

バイトに設定するもの 

３ＧＢ １の料金月における基本容量を 3,221,225,472

バイトに設定するもの 

７ＧＢ １の料金月における基本容量を 7,516,192,768

バイトに設定するもの 

備考 

１ 当社は、毎月（１日から末日）の通信量が上り下り合わせてその

区分に係る基本容量を超えた時点から、その月の末日の２４時ま

で、通信速度を上り下り共に最大１２８ｋｂｐｓに利用を制限しま

す。 

２ 契約者は、通信量に係る区分の変更を、当社の指定する期日まで

に申込みを行い当社が受理した場合、当社が別に定める日に変更を

行うことができるものとします。 

３ 株式会社ＮＴＴドコモのＸｉ及びＦＯＭＡパケット通信網を利

用し提供するものです。 

 

 

イ 当社が提供する端末設備による区分 

区分 内容 

ＳＩＭカード 当社がＳＩＭカードを提供するもの 

ＳＩＭカード＋移動無線補助

機器 

当社がＳＩＭカードと移動無線補助

機器（ＵＳＢ端末等）を提供するもの 

備考 

１ 契約者は、ＳＩＭカード及び移動無線補助機器を善良な管理者の

注意をもって管理するものとし、契約の解除があった場合やその他

移動無線補助機器を利用しなくなったとき等は当社が指定する場所

へ速やかに返還していただきます。 

 
 

(３)基本使用料の算

定 

 

ア Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスの契約者回線に係る基本使用料は、基本料

を適用します。 
イ ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスの契約者回線に係る基本使用料

は、基本料を適用します。 

ウ Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係る基本使用料は、１

の基本料に、次の（ア）、（イ）及び（ウ）に基づき算定した全ての加算

額を加算して算定します。 

（ア）ＩＰアドレスセットの数に応じた加算額の算定 

  付与されたＩＰアドレスセットの数に基づき算定します。 

  この場合において、ＩＰアドレス単位が／２７のものに係る加算額につ

いては、付与されたＩＰアドレスセットの数が１を超える場合に、付与さ

れたＩＰアドレスセット（１を超える部分のものに限ります。）の数に基

づき算定します。 

（イ）接続先ドメイン名の数に応じた加算額の算定 

  接続先ドメイン名の数が３を超える場合に、接続ドメイン名（３を超え

る部分のものに限ります。）の数に基づき算定します。 

（ウ）ユーザＩＤの数に応じた加算額の算定 
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  タイプＤ（ベストエフォート）又はタイプＥ（ベストエフォート）に係

るユーザＩＤの数が１を超える場合に、ユーザＩＤ（１を超える部分のも

のに限ります。）の数に基づき算定します。 

(４)最低利用期間内

に契約者回線の解除

等があった場合の料

金の適用 

ア ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルサービス（ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサー

ビス及びＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係るもの）に

は、１の契約ごとに最低利用期間があります。 
イ 削除 
ウ 削除 
エ ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスの契約者は、最低利用期間内に契

約の解除等があった場合は、第２１条（基本使用料等の支払義務）及び料

金表通則の規定にかかわらず、次表に定める額を、当社が定める期日まで

に一括して支払っていただきます。 
２０，０００円（不課税） 

オ Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの契約者は、最低利用期

間内に契約の解除等があった場合は、第２１ 条（基本使用料等の支払義務）

及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する基本使用料の

額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 

 



　２　料金額

（１）Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスのもの

　ア　基本料

 １契約者識別番号ごとに月額

Ｖ－ＬＡＮモバイル４Ｇ　ＬＴＥ／ＷｉＭ 円

ＡＸ２＋に係るもの

Ｖ－ＬＡＮモバイル４Ｇ　ＬＴＥに係るも 円

の

（２）ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスのもの

　ア　基本料

　①　ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦ（ＩＮ）のもの  １契約者識別番号ごとに月額

１ＧＢ ＳＩＭカード 円

ＳＩＭカード＋移動無線補助機器 円

３ＧＢ ＳＩＭカード 円

ＳＩＭカード＋移動無線補助機器 円

７ＧＢ ＳＩＭカード 円

ＳＩＭカード＋移動無線補助機器 円

（３）Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスのもの

　ア　基本料

　①削除

　②タイプＢ又はタイプＤ（ベストエフォート）のもの  １利用契約回線ごとに月額

0.5Mb/s 円

1Mb/s 円

2Mb/s 円

3Mb/s 円

4Mb/s 円

5Mb/s 円

6Mb/s 円

7Mb/s 円

8Mb/s 円

9Mb/s 円

10Mb/s 円

20Mb/s 円

30Mb/s 円

40Mb/s 円

50Mb/s 円

60Mb/s 円

70Mb/s 円

80Mb/s 円

90Mb/s 円

100Mb/s 円

312,000 （ 343,200 円）

342,000 （ 376,200 円）

252,000 （ 277,200 円）

282,000 （ 310,200 円）

192,000 （ 211,200 円）

222,000 （ 244,200 円）

132,000 （ 145,200 円）

162,000 （ 178,200 円）

72,000 （ 79,200 円）

102,000 （ 112,200 円）

66,000 （ 72,600 円）

69,000 （ 75,900 円）

60,000 （ 66,000 円）

63,000 （ 69,300 円）

54,000 （ 59,400 円）

57,000 （ 62,700 円）

48,000 （ 52,800 円）

51,000 （ 56,100 円）

39,000 （ 42,900 円）

43,000 （ 47,300 円）

品目 料金額（税込額）

4,800 （ 5,280 円）

4,900 （ 5,390 円）

3,200 （ 3,520 円）

3,300 （ 3,630 円）

1,900 （ 2,090 円）

2,000 （ 2,200 円）

区分 料金額（税込額）

9,000 （ 9,900 円）
フラットコース

区分 料金額（税込額）

9,800 （ 10,780 円）

コース

フラットコース
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　③タイプＤ（ベストエフォート）又はタイプＥ（ベストエフォート）のもの

 １利用契約回線ごとに月額

１００Ｍｂ／ｓベストエフォート 円

　④タイプＥ（帯域確保）のもの  １利用契約回線ごとに月額

0.5Mb/s 円

1Mb/s 円

2Mb/s 円

3Mb/s 円

4Mb/s 円

5Mb/s 円

6Mb/s 円

7Mb/s 円

8Mb/s 円

9Mb/s 円

10Mb/s 円

20Mb/s 円

30Mb/s 円

40Mb/s 円

50Mb/s 円

60Mb/s 円

70Mb/s 円

80Mb/s 円

90Mb/s 円

100Mb/s 円

200Mb/s 円

300Mb/s 円

400Mb/s 円

500Mb/s 円

600Mb/s 円

700Mb/s 円

800Mb/s 円

900Mb/s 円

1Gb/s 円

　イ　加算額

　（ア）ＩＰアドレスの数に係るもの ＩＰアドレスの付与単位数ごとに月額

契約者指定型のもの 円

当社指定型のもの 円

　（イ）接続先ドメイン名の数に係るもの  １接続先ドメイン名ごとに月額

円

　（ウ）ユーザＩＤの数に係るもの  １ユーザＩＤごとに月額

円

料金額（税込額）

500 （ 550 円）

3,000 （ 3,300 円）

料金額（税込額）

3,000 （ 3,300 円）

4,749,000 （ 5,223,900 円）

区分 料金額（税込額）

12,000 （ 13,200 円）

3,901,000 （ 4,291,100 円）

4,325,000 （ 4,757,500 円）

3,053,000 （ 3,358,300 円）

3,477,000 （ 3,824,700 円）

2,205,000 （ 2,425,500 円）

2,629,000 （ 2,891,900 円）

1,357,000 （ 1,492,700 円）

1,781,000 （ 1,959,100 円）

1,112,000 （ 1,223,200 円）

1,167,000 （ 1,283,700 円）

1,002,000 （ 1,102,200 円）

1,057,000 （ 1,162,700 円）

892,000 （ 981,200 円）

947,000 （ 1,041,700 円）

597,000 （ 656,700 円）

747,000 （ 821,700 円）

352,000 （ 387,200 円）

437,000 （ 480,700 円）

335,500 （ 369,050 円）

344,000 （ 378,400 円）

296,000 （ 325,600 円）

327,000 （ 359,700 円）

232,000 （ 255,200 円）

264,000 （ 290,400 円）

168,000 （ 184,800 円）

200,000 （ 220,000 円）

50,000 （ 55,000 円）

133,000 （ 146,300 円）

区分

500 （ 550 円）

品目 料金額（税込額）

料金額（税込額）
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第２ パケット通信料

　１　適用

（１）Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスに係るもの

パケット通信料の適 パケット通信料の適用は、１料金月の課金対象パケットの総情報量について１

用 ２８バイトまでごとに１の課金対象パケットとし、２（料金額）に規定するパ

ケット通信料を適用します。

（２）Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスのインターネット接続機能に係るもの

インターネット接続 １料金月の課金対象パケットの総情報量について１２８バイトまでごとに１の

機能に係るもの 課金対象パケットとし、２（料金額）に規定する料金額を適用します。

　２　料金額

（１）Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスに係るもの

パケット通信料 １課金対象パケットごとに

（２）Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスのインターネット接続機能に係るもの

パケット通信料 １課金対象パケットごとに

－

－フラットコース

フラットコース

区分 単位 コース 料金額（税込額）

区分 単位 コース 料金額（税込額）

Ｖ－ＬＡＮモバイル
４Ｇ　ＬＴＥ／Ｗｉ
ＭＡＸ２＋、Ｖ－Ｌ
ＡＮモバイル４Ｇ
ＬＴＥサービスの契
約者回線に係るデー
タ通信利用の制限

当社は、Ｖ－ＬＡＮモバイル４Ｇ　ＬＴＥ／ＷｉＭＡＸ２＋、Ｖ－ＬＡＮモバ
イル４Ｇ　ＬＴＥサービスの契約者回線からのデータ通信について、データ通
信総量規制（その契約者回線からのデータ通信（特定事業者が提供するローミ
ングに係るものを含みます。）に係る１料金月の課金対象データの総情報量が
次表に定める総量規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認
した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線からのデータ通信の伝送
速度を最高128Kbit/sに制限することをいいます。）を行います。

総量規制データ量

7,516,192,768バイト（７ギガバイト）

区　分 内　容

区　分 内　容
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第３　付加機能利用料

（１）Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスに係るもの

本サービスの利用の請求をした契約者に係る利用契約 円

回線へ、当社が別に定めるところに従って送信された

ユーザＩＤを当社が認証することにより通信を行うこ

とが行うことができるサービス

１　削除

２　本サービスに係る料金額は、利用のあったユーザＩＤの数が料金月において最大と

なる数について適用します。

ただし、契約者（タイプＤ（ベストエフォート）又はタイプＥ（ベストエフォート）

のものに限ります。）は、第２１条（基本使用料等の支払義務）の規定にかか

わらず、本サービスに係る付加機能利用料の支払いを要しません。

３　当社は、１のユーザＩＤごとに契約者が指定する１のパスワードを当社の認証装置

に登録します。

４　削除

ａｕ回線等からの着信があった際に、本サービスの利 円

用の請求をした契約者に係る利用契約回線へ送信され

たその契約者が指定した端末番号（ａｕ回線等に係る

端末設備を識別するための英字及び数字の組み合わせ

をいいます。以下同じとします。）が指定した電話番

号を当社が認証することにより通信を行うようにする

ことができるサービス

１　本サービスは、契約者（カスタマコントロールの利用に係るものに限ります。）に

限り提供します。この場合、上表の規定にかかわらず、契約者（タイプＤ（

ベストエフォート）又はタイプＥ（ベストエフォート）に係るものに限ります。）は、

本サービスの利用の請求を要しません。

２　本サービスに係る料金額は、利用のあった端末番号又は電話番号の数が料金月にお

いて最大となる数について適用します。

ただし、契約者（タイプＤ（ベストエフォート）又はタイプＥ（ベストエフ

ォート）に係るのものに限ります。）は、第２１条（基本使用料等の支払義務）の規定

にかかわらず、本サービスに係る付加機能利用料の支払いを要しません。

３　本サービスを利用する契約者は、認証する端末番号又は電話番号を当社に届け出て

いただきます。

４　当社は、本サービスを提供しているＶ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービ

スの利用の一時中断があったときは、第１１条の５（付加機能の利用の一時中断）の規

定にかかわらず、本サービスに係る契約者から請求があったものとみなして本サービス

に係る付加機能の利用の一時中断を行います。

― ―

１　本サービスは、契約者（タイプＢ、タイプＤ（ベストエフォート）、タイプＤ（帯

域確保）、タイプＥ（ベストエフォート）又はタイプＥ（帯域確保）に係るものに限り

ます。）に限り提供します。

バック
アップ
サービ
ス

本サービスの利用の請求をした契約者に係る利用契約
回線（特定アクセスポイントを介して、その利用契約
回線と接続する当社又は協定事業者の電気通信サービ
スに係る電気通信設備を含みます。）に障害が生じ、
全く利用できない状態が生じた場合に、その契約者か
らの請求により、当社があらかじめ設置した予備の利
用契約回線を使用してそのＶ－ＬＡＮモバイル リモー
トアクセスサービスを利用することができるサービス

備
考

端末番
号認証
接続
サービ
ス

１の端末番号ご
とにつき月額

300

（ 330 円）

備
考

ユーザ
ＩＤ認
証接続
サービ
ス

１のユーザ
ＩＤごとに月額

200

（ 220 円）

備
考

区分 単位 料金額（税込額）
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２　本サービスにおける予備の利用契約回線に係る品目は、同一の品目に限り提供しま

す。

３　本サービス（タイプＤ（ベストエフォート）又はタイプＥ（ベストエフォート）に

係るものに限ります。）において、予備の利用契約回線の品目に係る符号伝送速度が利

用契約回線（予備のものを除きます。）の品目に係る符号伝送速度の２分の１未満とな

るものについては提供しません。

削除

削除

ａｕ回線からの着信があった際に、本サービスの利用 円

の請求をした契約者に係る利用契約回線へ送信された

その契約者（タイプＥ（帯域確保）に係るのものに限

ります。）が指定した端末固有番号（ａｕ回線に係る

端末設備を識別するための英字及び数字の組み合わせ

をいいます。以下同じとします。）を当社が認証する

ことにより、通信を行うようにすることができるもの

１　本サービスは、契約者（カスタマーコントロールを利用している契約者であって、

タイプＥ（帯域確保）に係るものに限ります。）に限り提供します。

２　本サービスは、ユーザＩＤ認証接続サービス及び端末番号認証接続サービスを利用

している場合に限り、提供します。

３　本サービスに係る料金額は、利用のあった端末固有番号の数が料金月において最大

となる数について適用します。

（１）の２　Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスに係るもの

当社が別に定める方法によりインターネットとの間で 円

パケット通信を行うことができるサービス。インター

ネット接続サービスに係る付加機能使用料については､

その契約者回線とインターネット接続サービスに係る

電気通信設備との間でパケット通信を行った料金月に

おいて適用します。この場合において、当社は通則第

３項の規定にかかわらず、その付加機能使用料の日割

りを行いません。

１　本サービスの利用に係るパケット通信料については、そのパケット通信を行った契

約者回線の契約者に支払っていただきます。

２　当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る電気通信設備（当社及び

特定事業者が設置するものを除きます。）の通信の品質を保証しません。

３　当社は、この機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害

又は知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合

を除き、その責任を負わないものとします。

４　この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによりま

す。

イン
ター
ネット
接続
サービ
ス

１の契約者回線
ごとに月額

1,000

（ 1,100 円）

備
考

備
考

端末固
有番号
認証接
続サー
ビス

１の端末番号
につき月額

100

（ 110 円）

備
考

削除
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第４　ユニバーサルサービス料

ユニバーサルサービス料 １契約者識別番号ごとに 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の

月額 確保のための負担金に充てるために基礎的電

気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算

定等規則（平成１４年６月１９日総務省令第

６４号）により算出された額

第５　手続き等に関する費用

　１　適用

（１）Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスに係るもの

手続きに関する料金の 　手続きに関する料金は、次のとおりとします。

適用

契約事務手数料

（２）ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスに係るもの

手続きに関する料金の 　手続きに関する料金は、次のとおりとします。

適用

契約事務手数料

予備機準備に関する料  移動無線補助機器の故障または損壊等に備え、契約者から申込みがあった

金の適用  場合、当社は予備の移動無線補助機器を提供します。契約者は、予備の移

 動無線補助機器を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、契約の

 解除があった場合やその他移動無線補助機器を利用しなくなったとき等は

 当社が指定する場所へ速やかに返却していただきます。なお、予備の移動

 無線補助機器にはＳＩＭカードは付属しないため、契約者は故障または損

 壊等した移動無線補助機器のＳＩＭカードを予備の移動無線補助機器に差

 し替えて使用するものとします。

ＳＩＭカードの再発行  契約者から故障または損壊等したＳＩＭカードが返送され、当社が故障ま

に関する料金の適用  たは損壊等していることを確認した場合、代替のＳＩＭカードを提供しま

 す。契約者は、代替のＳＩＭカードを善良な管理者の注意をもって管理す

 るものとし、契約の解除があった場合やその他ＳＩＭカードを利用しなく

 なったとき等は当社が指定する場所へ速やかに返却していただきます。

ＰＩＮロック解除に関  当社は契約者からＰＩＮロック解除の申込みがあった場合、ＰＩＮロック

する料金の適用  を解除します。

設定変更に関する料金  当社は契約者から申込みがあった場合、設定変更を実施します。

の適用

通信量変更に関する料  当社は契約者から申込みがあった場合、通信量の上限を変更します。

金の適用

　２　料金額

（１）Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスに係るもの

契約事務手数料 １契約者識別番号ごとに 円 円）

料金種別 単位 料金額（税込額）

3,000 （ 3,300

Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスの契約の申込みを
行い、その承諾を受けたときに支払いを要する
料金

区分 内容

料金種別 内容

ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスの
契約の申込みを行い、
その承諾を受けたときに支払いを要する料金

区分 単位 料金額（税込額）

区分 内容

料金種別 内容
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（２）ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦサービスに係るもの

　①　ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦ（ＩＮ）のもの

予備機準備費用 １予備の移動無線補助機器ごとに 円 円）

ＳＩＭカード再発行費用 １ＳＩＭカード再発行ごとに 円 円）

ＰＩＮロック解除費用 １ＰＩＮロック解除ごとに 円 円）

設定変更費用 １設定変更ごとに 円 円）

通信量変更費用 １通信量変更ごとに 円 円）

第６　契約解除料

  １ 適用

  Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスに係る契約解除料の適用については、第２４条の２（契約解除料の支

払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。

　Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスの契約者は、当社がＶ－ＬＡＮモバイルサービスの提供を開始した日

を含む料金月を初月として起算し、その事由の生じた日を含む料金月までの間の料金月数（以下「継

続利用月数」といいます。）に応じ、第３表の第１（契約解除料）に規定する料金の支払いを要しま

す。

　（１）　そのＶ－ＬＡＮモバイル契約が解除された場合

　（２）　そのＶ－ＬＡＮモバイルサービスの利用の一時休止があった場合

　（３）　そのＶ－ＬＡＮモバイル契約者が、当社のサービス取扱所において、その契約者回線に関

　　　　　する他の特定端末設備を購入する場合

　２ 料金額

１Ｖ－ＬＡＮモバイルサービス契約ごとに

１料金月以上１２料金月以内 円 円）

１３料金月以上１８料金月以内 円 円）

１９料金月以上２４料金月以内 円 円）

25,000 （税込額  27,500

20,000 （税込額  22,000

15,000 （税込額  16,500

30,000 （ 33,000

3,000 （ 3,300

継続利用月数 契約解除料

20,000 （ 22,000

3,000 （ 3,300

3,000 （ 3,300

料金種別 単位 料金額（税込額）
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第２表　工事費

　第１　Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスのインターネット接続機能に関するもの

インターネット接続機能 １の契約者回線ごとに 円

　第２　１以外のＶ－ＬＡＮモバイルサービスに関するもの

  Ｖ－ＬＡＮモバイルサービスはａｕ約款に規定する料金額と同額とします。

　第３　ＥｎｅＷｉｎｇｓモバイルＦ（ＩＮ）に関するもの

ＳＩＭカード 円

ＳＩＭカード＋移動無線補助機器 円

　第４　Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービス（付加機能に係るものを除きます。）に係る

　　　もの

　１　適用

　　　Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービス（付加機能に係るものを除きます。）に係る工

　　事費の適用については、第２４条の３（工事費の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとし

　　ます。

（１）工事費の適用  工事費は、利用契約回線ごとに適用します。

（２）同時に２以上の  １の契約者からの申込み又は請求により、同時に２以上の工事を施工する

　工事を施工する場合  場合は、２（工事費の額）の区分ごとに、それらの工事費のうち、１の工

　の工事費の適用  事の工事費を適用します。

（３）Ｖ－ＬＡＮモバ  Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスの品目等の変更の場合の

　イルリモートアクセ  工事費は、変更後の品目等に対応する設備に関する工事について、適用し

　スサービスの品目等  ます。

　の変更の工事費の適

　用

（４）ＩＰアドレス関  ＩＰアドレス関連工事費は、ＩＰアドレス又はＩＰアドレスの数の設定、

　連工事費の適用  変更等に関する工事について、適用します。

（５）接続先ドメイン  接続先ドメイン名関連工事費は、接続先ＵＲＬ若しくは接続先ドメイン名

　名関連工事費の適用  の設定又は接続先ＵＲＬの数、接続先ドメイン名の数若しくはそれらの設

 定の変更等に関する工事について、適用します。

　２　工事費の額

（１）利用契約回線の設置、Ｖ－ＬＡＮモバイルリ  １利用契約回線 円 （

　モートアクセスサービスの品目等の変更、Ｖ－Ｌ ごとに

　ＡＮモバイルリモートアクセスサービスの利用の

　一時中断若しくはその再開、ＩＰアドレス、若し

　くはＩＰアドレスの数の設定、変更等、接続先Ｕ

　ＲＬ若しくは接続先ＵＲＬの数の設定、変更等又

　は接続先ドメイン名若しくは接続先ドメイン名の

　数の設定、変更等に関する工事

　第４の２　Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービス（付加機能に係るものに限ります。）

　　　に係るもの

　１　適用

　　　Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービス（付加機能に係るものに限ります。）に係る

　　工事費の適用については、第２４条の３（工事費の支払義務）の規定によるほか、次のとおりと

　　します。

工事費の適用

区分 単位 料金額（税込額）

5,000 5,500 円）

区分 料金額（税込額）

9,000 （ 9,900 円）

35,000 （ 38,500 円）

区分 単位 料金額（税込額）

1,000 （ 1,100 円）
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（１）工事費の適用  工事費は、付加機能の利用の開始、利用内容の変更ごとに適用します。

 （２）工事費の適用除  ア 契約者は、カスタマコントロールの提供に係る請求をし、その提供を

　外 　受けているときは、２（工事費の額）の規定にかかわらず、ユーザＩＤ

　認証接続サービスの工事費の支払いを要しません。

 イ 契約者は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、バックアップサー

  ビスの工事費の支払いを要しません。

　２　工事費の額

（１）ユーザＩＤ認証接続サービス １のユーザＩＤ 円 （

ごとに

（２）端末番号認証接続サービス １の端末番号ご 円 （

とに

（３）バックアップサービス １利用契約回線 Ｖ－ＬＡＮモバイルリモート

ごとに アクセスサービスに係る工事

費と同額

100 110 円）

工事費の適用

区分 単位 料金額（税込額）

100 110 円）
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第３表　附帯サービスに関する料金等

第１ カスタマコントロールに係る料金等

　１ カスタマコントロールに係る料金

　（１）Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスのカスタマコントロールに係る料金の適用

　　　については、別記２０（カスタマコントロールの提供）の規定のとおりとします。

 カスタマコントロール  ドメイン名（当社が契約者に 円 （

 あらかじめ割り当てたドメイ

 ン名をいいます。）ごとに月

 額 

 備考

１　契約者（タイプＤ（ベストエフォート）又はタイプＥ（ベストエフォート）に係

　るものに限ります。）は、別記２０の規定にかかわらず、カスタマコントロールに係る料金の

　支払いを要しません。

２　削除

３　ドメイン名の割当てについては、当社が別に定めるところによります。

　２　カスタマコントロールに係る工事に関する費用

　（１）適用

　　　Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスのカスタマコントロールに係る工事に関する費

　　用の適用については、別記２０（カスタマコントロールの提供）の規定によるほか、次のとおり

　　とします。

 ア　同時に２以上の工事を施工する １の契約者からの申込み又は請求により、同時に２以上の工事

　 場合の工事費の適用  を施工する場合は、それらの工事費のうち、１の工事の工事費

 を適用します。

 イ　削除 削除

　（２）工事に関する費用の額

 カスタマコントロールの設定に関する  １の工事ごとに 円 （

 工事

5,000 5,500 円）

5,000 5,500 円）

工事費の適用

区分 単位 工事に関する費用の額（税込額）

区分 単位 料金額（税込額）
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付 則 

（実施期日） 

この約款は、平成２３年７月１日から実施します。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２３年８月１日から実施します。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２４年８月１日から実施します。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２５年２月１５日から実施します。 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サー

ビスその他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２８年３月１日から実施します。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２８年4月 1日から実施します。 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、２０１９年４月１日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する次表左欄に定めるＶ－ＬＡ

Ｎモバイルサービスは、この改正規定実施の日において、次表右欄に定めるＶ－ＬＡＮモバイル リモ

ートアクセスサービスに移行したものとします。  

Ｖ－ＬＡＮモバイルサービス 

  Ｖ－ＬＡＮモバイル４Ｇ ＬＴＥ／ＷｉＭＡＸ２＋ 

  Ｖ－ＬＡＮモバイル４Ｇ ＬＴＥ 

  削除 

  削除 

    タイプＡ 

    タイプＢ 

Ｖ－ＬＡＮモバイルサービス 

  Ｖ－ＬＡＮモバイル４Ｇ ＬＴＥ／ＷｉＭＡＸ２＋ 

  Ｖ－ＬＡＮモバイル４Ｇ ＬＴＥ 

  削除 

  削除 

Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービス 

  タイプＡ 

  タイプＢ 

 

３ この改正規定実施日以降、Ｖ－ＬＡＮモバイル リモートアクセスサービスのタイプＡ及びタイプＢを

整理品目化の対象とし、サービス申込を新たに受付しません。 

 

４ この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サー

ビスその他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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（実施期日） 

１ この改正規定は、２０１９年１０月１日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サー

ビスその他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、２０２０年２月１日から実施します。 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、２０２０年３月１日から実施します。 

 

（附則の改正） 

２ ２０１９年４月１日付附則第２項の表の「Ｖ－ＬＡＮモバイル３Ｇ」および「Ｖ－ＬＡＮモバイルＷｉ

ＭＡＸハイブリッド」をそれぞれ「削除」に改めます。 

 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サー

ビスその他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、２０２０年４月１日から実施します。 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、２０２２年４月１日から実施します。 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、２０２３年７月１日から実施します。 

 


